
No. 市町村名 対象とする法人の種類 対象となる法人の範囲

1 宮 崎 市 県と同じ 県内に主たる事務所があり、かつ市内に事務所のある法人

2 都 城 市 県と同じ 市内に主たる事務所のある法人

3 延 岡 市
公益信託を除き県と同じ
(公益信託は「市民の福祉の増進に寄与するものに
限る」）

市内に主たる事務所のある法人

4 日 南 市 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

5 小 林 市 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

6 日 向 市 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

7 串 間 市 県と同じ 市内に主たる事務所のある法人

8 西 都 市 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

9 え び の 市 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

10 三 股 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

11 高 原 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

12 国 富 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

13 綾 町 綾町社会福祉協議会 個別指定

14 高 鍋 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

15 新 富 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

16 西 米 良 村 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

17 木 城 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

18 川 南 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

19 都 農 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

20 門 川 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

21 諸 塚 村 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

22 椎 葉 村 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

23 美 郷 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

24 高 千 穂 町 県と同じ 県内に主たる事務所のある法人

25 日 之 影 町 県と同じ 町内に主たる事務所のある法人

26 五 ヶ 瀬 町 県と同じ ＋五ヶ瀬自然学校、ごかせ観光協会 町内に主たる事務所のある法人

県内市町村の指定状況（平成24年10月9日現在）


